
令和７年度 宮古高等学校教職員 働き方改革アクションプラン

１ 現 状

３ （２を達成していくための）具体的取組内容

宮古高校では、「岩手県教職員働き方改革プラン（2024～2026）」に基づき、以下の取組により、「学校における働き方改革」を推進します。

【定量的現状】
◆ 「岩手県教職員働き方改革プラン（2024～2026）」目標達成状況
・ 時間外在校等時間が月８０時間以上の者 R６年度：１人

・ 時間外在校等時間（週休日の部活動指導従事時間を含む）が
月４５時間以上の延べ数の割合 R６年度：31.0%（R５年度：37.5%）

・ 時間外在校等時間（週休日の部活動指導従事時間を含む）が
年３６０時間以上の教職員の割合 R６年度：62.5%（R５年度：64.3%）

◆ 年次休暇の取得状況について（年間一人当たりの平均取得日数）
R６年度：15.1日 （Ｒ４年度：12.9日、Ｒ５年度：14.9日）

【定性的現状】
◆ 上記の結果から、時間外在校等時間の者は前年度と比較して減

少しているが、依然として学校外在校時間の値は高い。

令和７年５月１６日 岩手県立宮古高等学校長 髙 橋 堅

２ 目標・目指す姿

【学校独自の目標】
○ 時間外在校等時間（週休日の部活動指導従事時間を含む）
が月４５時間以上の延べ数の割合を30.0％以下にします。

○ 年次休暇の平均取得日数を15日以上にします。

【目指す姿】
○ 教職員が心身ともに健康で充実感を得ながら働くことがで
きる職場環境づくりの観点から、一人ひとりが働き方改革を意
識し、継続的に実践している。

○ 教職員が、家庭のための時間や自由時間を確保できている。

４ アクションプランの周知方法

・ アクションプランを学校のHPに掲載し、広く周知します。
・ 教職員に対しては、職員会議を通じて周知します。

（1）
教職員の
健康管理

・ 管理職が長時間勤務の教職員と面談しながら、勤務時間の適正化に取り組みます。
・ 年次休暇等を活用しやすい環境整備に努め、教職員が心身ともに健康で働くことができ
る職場環境づくりを推進します。

（２）
学校における
業務改善の推進

・ 校務運営委員会等を活用しながら、業務の見直し、改善を進めます。
・ ＩＣＴの積極的活用を図りながら、業務量の軽減を進めます。

（３）
業務の明確化・
適正化の推進

・ 勤務時間外の業務の適正化に向け、関係団体や保護者と協議を進めます。
・ 留守番電話を有効活用しながら、教職員の勤務時間外業務の適正化を進めます。

令和７年度
重点取組事項

・ 令和７年度から新たに、ICTを活用した遅刻・欠席連絡システムを導入します。

県の働き方改革プランの目標を前提に、以下の目標を設定します。


